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各  位 2026 年２月 12 日 

 

会社名 若築建設株式会社 

代表者名 代表取締役社長   烏田 克彦 

（コード番号  1888 東証プライム市場） 

問合せ先 取締役常務執行役員 

 経営企画部長     長廻 幹彦 

TEL (03) 3492 – 0308 

 

ＡＣＶＥホールディングス合同会社による当社株式に対する 

公開買付けに関する意見表明に関するお知らせ 

 

当社は、本日開催の当社取締役会において、以下のとおり、株式会社麻生（以下「麻生」といいま

す。）が出資する ACVE ホールディングス合同会社（以下「公開買付者」といいます。）による当社の普

通株式（以下「当社株式」といいます。）を対象とする公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）

に関して、賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募するか否かにつ

いては当社の株主の皆様のご判断に委ねることを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

また、当社は、本日開催の取締役会において、当社が本日公表いたしました「株式会社麻生及び

ACVE ホールディングス合同会社との資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」に記載のとおり、

麻生及び公開買付者（以下、総称して「公開買付者ら」といいます。）との間で資本業務提携契約（以

下「本資本業務提携契約」といい、当該契約に基づく資本業務提携を、以下「本資本業務提携」といい

ます。また、本公開買付け及び本資本業務提携を総称して「本取引」といいます。）を締結することにつ

いても決議しております。 

なお、本公開買付けは、当社株式の上場廃止を企図するものではなく、株式会社東京証券取引所

（以下「東京証券取引所」といいます。）プライム市場における当社株式の上場は、本公開買付けの成

立後も引き続き維持される見込みです。 

 

１．公開買付者の概要 

（１） 名 称 ACVE ホールディングス合同会社 

（２） 所 在 地 東京都千代田区丸の内三丁目２番３号 

（３） 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表社員 株式会社麻生（職務執行者 麻生 巌） 

（４） 事 業 内 容 
１．他の会社の株式または持分の取得および保有 

２．前号に附帯関連する一切の事業 

（５） 資 本 金 1,000,000 円 

（６） 設 立 年 月 日 2021 年 12 月 24 日 

（７） 大 株 主 及 び 持 株 比 率 麻生  100％ 

（８） 当社と公開買付者の関係   
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 資 本 関 係 

公開買付者は当社株式を所有していないとのことです。な

お、公開買付者の完全親会社かつ代表社員である麻生

は、本日現在、当社株式 5,424,200 株（所有割合（注１）：

42.63％）を所有しているとのことです。 

 人 的 関 係 該当事項はありません。 

 取 引 関 係 該当事項はありません。 

 
関 連 当 事 者 へ の 

該 当 状 況 

公開買付者は、当社の主要株主かつ筆頭株主である麻生

がその議決権の全部を所有しており、当社の関連当事者

に該当します。 

（注１） 「所有割合」とは、当社が 2026 年２月 12 日に公表した「2026 年３月期 第３四半期決算短信

〔日本基準〕（連結）」に記載された 2025 年 12 月 31 日現在の当社の発行済株式総数

（12,964,993 株）から、同日現在の当社が所有する自己株式数（241,101 株）(当該自己株式数

には、役員向け株式交付信託に係る信託口が所有する当社株式（112,700 株）が含まれており

ます。以下、当社が所有する自己株式数について同じとします。）を控除した株式数

（12,723,892 株）に対する割合（小数点以下第三位四捨五入）をいいます。以下同じです。 

 

２．買付け等の価格 

普通株式１株につき、金 4,455 円（以下「本公開買付価格」といいます。） 

 

３．本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 

（１）意見の内容 

当社は、本日開催の当社取締役会において、下記「（２）意見の根拠及び理由」に記載の根拠及

び理由に基づき、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様が本公開買

付けに応募するか否かについては当社の株主の皆様のご判断に委ねることを決議いたしました。 

なお、上記取締役会決議は、下記「（６）本公開買付けの公正性を担保するための措置及び利益

相反を回避するための措置」の「② 当社における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利

害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」に記載の方法により決議されております。 

 

（２）意見の根拠及び理由 

本「（２）意見の根拠及び理由」の記載のうち、公開買付者に関する記載については、公開買付者

から受けた説明に基づいております。 

①  本公開買付けの概要 

公開買付者は、2021 年 12 月 24 日に、麻生の出資（出資比率 100％）により設立された合同

会社とのことです。公開買付者は、本日現在、東京証券取引所プライム市場に上場している当

社株式を所有しておりませんが、公開買付者の完全親会社かつ代表社員である麻生は、本日

現在、当社株式 5,424,200 株（所有割合：42.63％）を所有しているとのことです。なお、麻生を

除く麻生グループ（下記「② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目

的及び意思決定の過程」に定義します。）は、2025 年９月 30 日時点で、当社株式を所有してい

ないとのことです。 
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今般、公開買付者は、当社の第四位株主である三井住友信託銀行株式会社（所有株式数：

527,600 株、所有割合：4.15％、以下「三井住友信託銀行」といいます。）が所有する当社株式

のうち 463,995 株（所有割合：3.65％）、当社の第五位株主である株式会社三井住友銀行（所

有株式数：315,025 株、所有割合：2.48％、以下「三井住友銀行」といいます。）が所有する当社

株式の全て、及び当社の第六位株主である株式会社千葉銀行（所有株式数：292,242 株、所

有割合：2.30％、以下「千葉銀行」といい、三井住友信託銀行、三井住友銀行及び千葉銀行を

総称して「本応募合意株主」といいます。）が所有する当社株式の全て（合計所有株式数：

1,071,262 株、合計所有割合：8.42％。以下「本応募合意株式」といいます。）を取得し、当社を

麻生の連結子会社とすることを目的として、当社株式を対象にした本公開買付けを実施するこ

とを決定したとのことです。なお、公開買付者は、本公開買付けにおいては、本応募合意株式

の取得を目的としており、引き続き当社株式の上場を維持する方針であることから、買付け等の

期間（以下「本公開買付期間」といいます。）を、法令に定められた最短期間である 20 営業日に

設定しているとのことです。 

本公開買付けに際して、公開買付者は、三井住友信託銀行との間で、三井住友信託銀行が

所有する当社株式のうち 463,995 株（所有割合：3.65％）について本公開買付けに応募する旨

の契約（以下「本応募契約」といいます。）を締結し、三井住友銀行との間で三井住友銀行が所

有する当社株式の全て（315,025 株、所有割合：2.48％）、及び千葉銀行との間で千葉銀行が

所有する当社株式の全て（292,242 株、所有割合：2.30％）についてそれぞれ本公開買付けに

応募する旨の同意（以下「本同意」といいます。）を得ているとのことです。本応募契約及び本同

意の内容については、下記「４．本公開買付けに係る重要な合意に関する事項」の「（１）本応募

契約（三井住友信託銀行）」及び「（２）本同意」をご参照ください。 

また、本公開買付けに際して、公開買付者らは、2026 年２月 12 日付で、当社との間で本資

本業務提携契約を締結しております。本資本業務提携契約の内容については、下記「４．本公

開買付けに係る重要な合意に関する事項」の「（３）本資本業務提携契約」をご参照ください。 

本公開買付けは、最終的に当社を麻生の連結子会社とすることを目的とするものであること

及び本公開買付け成立後も引き続き当社株式の上場を維持する方針であることから、買付予

定数の上限を設定しているとのことです。具体的には、将来的に当社が所有する自己株式が

処分され、公開買付者らの当社に対する議決権割合の希薄化が生じる可能性を考慮するとと

もに、本公開買付けの成立後、流通株式の減少により流通株式比率に係る上場維持基準抵触

の可能性を低減する観点から、公開買付者らが合計で、当社の発行済株式総数の 50.10％に

相当する数の当社株式を所有することとなるような買付予定数の上限 1,071,262 株（所有割合：

8.42％)を設定しているとのことです（注２）。そのため、本公開買付けに応募された株券等（以

下「応募株券等」といいます。）の総数が買付予定数の上限（1,071,262 株）を超える場合は、そ

の超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、金融商品取引法第 27 条の 13

第５項及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第 32 条に規

定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行うとのこと

です。 

（注２） 公開買付者において、本日現在において把握可能な当社の株主（2025 年９月 30 日時

点）をもとに試算した本公開買付け後の当社の流通株式比率は 37.35％になります。 

 

他方、仮に本公開買付けにより当社の連結子会社化に必要な当社株式の数の応募が集ま
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らなかったとしても、今後当社を、議決権の過半数を所有することで麻生の連結子会社とするた

めには、本公開買付けにより公開買付者の所有割合を少しでも高めておくことが望ましいと判

断したことから、買付予定数の下限を設定しておらず、応募株券等の数の合計が買付予定数

の上限（1,071,262 株）以下の場合には、応募株券等の全部の買付け等を行うとのことです。な

お、本公開買付けにより、公開買付者らが合計で当社の発行済株式総数の 50.10％に相当す

る数の当社株式を取得するに至らなかった場合には、公開買付者らは、下記「（５）本公開買付

け成立後の株券等の追加取得の予定」に記載のとおり、当社の発行済株式総数の 50.10％に

相当する数の当社株式を取得するための方策を実施する予定とのことです。その具体的な方

策につきましては、本公開買付けの結果を踏まえて、公開買付者らが当社株式を追加的に取

得することも含めて、検討を行うことを予定しているとのことですが、本公開買付け成立後の当

社株式の追加取得の方法及び時期について、現時点で決まった事項はないとのことです。 

公開買付者は、本公開買付けに係る決済の開始日の前営業日までに、公開買付者の完全

親会社である麻生からの借入れにより本公開買付けの決済資金及び付随費用等を調達する

予定とのことです。 

 

②  公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程 

麻生グループ（麻生、公開買付者を含む連結子会社 98 社及び持分法適用会社 21 社（2025

年９月 30 日時点）から構成される企業グループをいいます。以下同じです。）は、明治５年

（1872 年）に創業者である麻生太吉氏が目尾御用炭山を採掘、石炭産業に着手したことにより、

麻生商店を先駆けとして創業し、戦前は石炭事業を主たる事業とすると同時に、大正７年（1918

年）に麻生商店の職員また地域の住民への医療の拡充を地域に代り担う目的をもって飯塚病

院を開設したとのことです。昭和８年（1933 年）には国内の産炭事業が国際的な価格競争力を

失う中で、福岡県田川地区でセメント事業を開始し、昭和 14 年（1939 年）には飯塚で現在の専

門学校事業に繋がる、麻生塾を設立したとのことです。このように、時代とともにさまざまな分野

に事業領域を拡大してきたとのことです。本日現在、麻生グループは、各種セメント及び生コン

クリート等の製造販売を手掛けるセメント事業、病院経営に関するコンサルティング及び診療材

料等の共同販売等を手掛ける医療関連事業、情報処理業及びソフトウェア開発等を手掛ける

情報・ソフト事業、建設業及び土木業等を手掛ける建設土木事業等を中心とした幅広い分野に

事業を展開しているとのことです。なお、公開買付者（所在地：東京都千代田区丸の内三丁目

２番３号）は、株券等の取得及び所有等を目的として、2021 年 12 月 24 日に、麻生の出資（出

資比率 100％）により設立されたとのことです。 

一方、当社は、1890 年５月、北九州若松港の築造及び経営を目的として若松築港会社とし

て創立されました。当社株式は、1961 年 10 月に東京証券取引所第二部に上場、1962 年８月

に東京証券取引所第一部に上場いたしました。その後、2022 年４月の東京証券取引所の市場

区分の見直しに伴い、現在は東京証券取引所プライム市場に上場しております。なお、当社は、

1893 年７月に商号を若松築港株式会社に改め、さらに 1902 年７月、事業目的を同じくする洞

海北湾埋渫合資会社を吸収合併しております。また、1965 年７月に商号を現在の若築建設株

式会社に変更し、1972 年８月には川田工業株式会社を、1975 年７月には昭和ドレッジング株

式会社を吸収合併し、現在に至っております。本日現在において、当社のグループは、当社、

子会社９社及び関連会社１社（以下、当社、子会社及び関連会社を総称して「当社グループ」

といいます。）で構成されており、全てのステークホルダーと連携し、工事を通して安心・信頼を
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提供していくことが建設業の社会的使命と考え、企業理念として「内外一致 同心協力」、経営

理念として「『品質と安全』を核とした施工により、お客様の信頼を高め、社会に貢献する。」を掲

げ、建設事業及び不動産事業を主な事業として展開しております。 

当社を取り巻く環境につきましては、国土強靱化や社会資本整備などの公共投資、民間設

備投資とも堅調に推移すると想定されますが、物価高騰や労働人口減少は喫緊の課題であり、

生産性向上や人的資本経営の推進は不可欠であると認識しております。当社は、このような経

営環境の中で、当社が 2024 年５月 14 日に公表した「中期経営計画（2024 年度-2026 年度）」

（以下「本中期経営計画」といいます。）において「ステークホルダーとの連携強化による持続可

能性の追求」を基本方針とし、官庁土木・官庁建築・民間土木・民間建築・海外事業・不動産事

業を事業戦略の６本柱とした事業展開による案件の大規模化・高収益化、洋上風力発電等の

再生可能エネルギー分野への事業展開、ＩＣＴ（注３）の活用による生産性向上を目指しており

ます。 

（注３） 「ＩＣＴ」とは、「Information and Communication Technology」の略であり、情報通信技術

のことをいいます。 

 

麻生と当社の資本関係としては、麻生は、護岸工事や浚渫工事等の海上における防災・減

災分野に強みを有する当社の事業や実績に魅力を感じ、2019 年６月から当社株式の取得を開

始したとのことです。その後市場内買付けを続けた結果、2021 年６月 23 日に 677,300 株（当時

の対発行済株式総数（12,964,993 株）で 5.22％）を保有することとなり、同年 6 月 30 日に大量

保有報告書を提出したとのことです。その後も継続して、2025 年９月まで段階的に当社株式の

取得を行い（具体的には、2022 年３月 31 日時点で 2,577,900 株（当時の対発行済株式総数で

19.88％）、2023 年３月 31 日時点で 4,039,800 株（当時の対発行済株式総数で 31.16％）、2024

年３月 31 日時点で 4,493,700 株（当時の対発行済株式総数で 34.66％）、2025 年３月 31 日時

点で 4,981,400 株（当時の対発行済株式総数で 38.42％）を取得しているとのことです。なお、

当時の発行済株式総数はいずれも 12,964,993 株になります。））、本日現在、当社株式

5,424,200 株（所有割合：42.63％）を所有する当社の筆頭株主であり、当社を持分法適用関連

会社としているとのことです。 

麻生は、当社株式を取得する過程で、当社が護岸工事や浚渫工事等の海上における防災・

減災分野を主力とする一方で、陸上における防災・減災分野は更なる成長の余地があるととも

に、上記記載のとおり、物価高騰や労働人口減少といった当社が考える喫緊の課題に対して、

麻生と当社の提携を強化することで、生産性向上や人的資本経営の推進を加速できると考え

ていたとのことです。 

その後、麻生は、2025 年９月上旬、提携を更に強化する一方で、当社の経営の独立性を尊

重するという観点から完全子会社化ではなく、最低限連結子会社化となる範囲で当社株式の

追加取得を検討したところ、当社を連結子会社とすることで、具体的に以下のようなシナジーが

期待でき、当社の企業価値向上に資するとの考えに至ったとのことです。なお、麻生は、当初

から完全子会社化の検討は行っていないとのことです。 

 

（ⅰ）麻生グループの事業領域の拡大 

麻生グループは、「社会システム変革への貢献」をミッションとし、医療、教育、建材、人材

開発など九州地域に根ざした幅広い事業を有しているものの、島国日本において極めて重
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要な社会インフラである港湾整備に関しては接点が少ない現状を踏まえ、北九州市若松港

での創業以来 130 年以上にわたり全国各地の港湾整備事業で実績を有する当社をグルー

プ企業に迎え入れることで、事業領域の拡大を図ることができるものと考えたとのことです。 

 

（ⅱ）減災・防災事業における競争力強化 

護岸工事や浚渫工事等の海上における防災・減災分野に強みを有する当社と、法面工

事や地盤改良工事など陸上における防災・減災分野に強みを持つ麻生グループの各企業

それぞれが強みとする分野に関する施工技術や、各企業の受注先における工事の需要の

動向などの知見の共有を行うといった連携をすることにより、減災・防災事業における領域

の効率的な拡大など競争力の強化を図ることができるものと考えたとのことです。 

 

（ⅲ）九州地区の事業の効率的拡大 

麻生グループ及び当社グループの有する九州地区における官公庁や地元企業とのネッ

トワークを相互に活用し、両グループともに創業当初からの基盤であり、当社事業の中核を

成す九州地区における土木事業、建築事業の更なる拡大を図ることができるものと考えたと

のことです。 

 

（ⅳ）建設人材確保への対応 

当社は、セメント、医療、教育、介護、建設土木といった麻生グループの有する幅広い事

業基盤を活用し、麻生グループから営業支援、人材交流、若い従業員や技術者育成を図る

ための社員への研修・教育ノウハウの共有、外国人受入れに関する支援等を受けることによ

り、当社における実効的な人材獲得・育成に係る施策の立案・実行が可能となり、優秀な技

術者の確保・育成及び技術伝承への取組みの加速を図ることができるものと考えたとのこと

です。 

 

上記の検討を受けて、麻生は、2025 年９月上旬、当社に対して、当社の連結子会社化に向

けた検討及び協議を開始したい旨を通知し、2025 年 10 月８日、当社との面談において当社の

連結子会社化に関する意向を伝え、本公開買付けに係る検討を進める旨を合意いたしました。

また、麻生は、本公開買付けの具体的な協議・検討を開始することを踏まえ、2025 年９月上旬

に、公開買付者ら及び当社から独立したリーガル・アドバイザーとして森・濱田松本法律事務所

外国法共同事業を、同年 10 月中旬にファイナンシャル・アドバイザーとしてＳＭＢＣ日興証券株

式会社を選任したとのことです。 

その後、麻生は、2025 年 11 月下旬から 2026 年１月中旬にかけて、当社に対するデュー・デ

ィリジェンスを実施し、本公開買付けの実現可能性を精査するとともに、上記のシナジーの実現

可能性に係る分析を重ねてきたとのことです。なお、2025 年 11 月 20 日、麻生は、当社に対し

て、情報管理の観点から麻生の出資により設立された合同会社による本公開買付けを検討し

ている旨、さらに 2025 年 11 月 27 日、麻生の出資（出資比率 100％）により設立された公開買

付者による本公開買付けを検討している旨を伝えました。また、麻生は、当社との協議を通じ、

「内外一致 同心協力」を企業理念とし、創業以来一貫して建設業に経営基盤をおき、「『品質

と安全』を核とした施工により、お客様の信頼を高め、社会に貢献する。」を経営理念として、

「国づくり」の根幹であり、長期的な視野で進められるべき社会インフラ整備の実績を積み重ね
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てきた当社が、長期的な視野と社会貢献を目指す麻生グループの一員になることで、このよう

な当社の企業理念及び経営理念の更なる推進を図ることができるものと考えたとのことです。 

 

麻生は、2025 年 10 月下旬、当社の大株主の中で麻生からアプローチ可能であると考えた当

社の上位３名の株主である本応募合意株主を対象とすることで連結子会社化が達成できると想

定されたこと及び一般株主から当社株式を取得する場合は当社の流通株式の減少により流通

株式比率に係る上場維持基準抵触のおそれがあること、また、本応募合意株主から当社株式

を取得することで、当社株式を市場内買付けにて買付けを行う場合に比して、短期間で一定数

量の株式の買付けを行うことができることから、本応募合意株主からの当社株式の取得を考え、

さらに、流通株式比率に係る上場維持基準抵触の可能性を低減する観点から、流通株式に該

当しない三井住友銀行及び千葉銀行の所有する当社株式は全株取得し、流通株式に該当す

る三井住友信託銀行所有分について発行済株式総数の 50.10％に到達する範囲での取得を

想定したとのことです。本公開買付価格については、本応募合意株主以外の当社の株主が本

公開買付けに応募する可能性や、本応募合意株主以外の当社の株主が応募する場合の応募

株式数を低下させるためには、市場株価から一定のディスカウントをした価格を前提に交渉を

進めることが望ましいとの考えに至ったとのことです。上記の考えを踏まえ、2025 年 12 月中旬

から下旬にかけて、本公開買付けを実施した場合の応募の可否について、本応募合意株主に

打診し意向を確認したところ、本公開買付けへの応募を前向きに検討する旨の回答を得たとの

ことです。その後、麻生は、2026 年１月中旬、短期的かつ急激な株価変動による影響を可及的

に低減するべく、本公開買付けの公表日の前営業日のみならず公表前の一定期間の株価を

踏まえて本公開買付価格を設定することが望ましいと考える一方で、長期の株価推移を参照す

ることは当社の現状を反映できない可能性があることを考慮し、本公開買付価格を本公開買付

けの公表日の前営業日である 2026 年２月 10 日の当社株式の終値又は同日までの過去１ヶ月

間の終値単純平均値（小数点以下を四捨五入。以下、終値単純平均値の計算において同じと

します。）のうち低い価格に対して８％ディスカウントした価格（小数点以下を四捨五入。以下、

本公開買付価格の計算において同じとします。）とすることを 2026 年 1 月下旬に本応募合意株

主に打診したところ、本応募合意株主より、本公開買付けに応募する旨の合意を得たとのこと

です。 

以上の協議・交渉を経て、公開買付者は、2026 年２月 12 日、本公開買付けの実施を決定し

たとのことです。 

 

③  当社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由 

上記「② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定

の過程」に記載のとおり、麻生は 2019 年６月から市場内買付けの方法により、段階的に当社株

式を取得しており、2021 年６月 30 日付で麻生による当社株式に関する大量保有報告書が、初

めて関東財務局に提出されたことを受け、2025 年にかけて複数回にわたり麻生との面談の機

会を設け、麻生の当社株式の取得方針についての確認を実施してきました。また、麻生の上場

企業に対するこれまでの投資について、上場を維持したまま連結子会社化を図ることが多いと

いう傾向があることを踏まえ、麻生が当社を連結子会社化すべく、議決権比率が 50％超になる

まで市場内での取得を継続する意向があるのではないかと考えていたなかで、麻生から、2025

年９月上旬、当社の連結子会社化に向けた検討及び協議を開始したい旨の通知を受け、2025
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年 10 月８日に、麻生との面談を実施し、麻生において上記意向があることを確認いたしました。

当社としては、2025 年９月上旬に上記通知を受けて以降、麻生が業務面及び資本面の両面を

満たすパートナーとして適切であるかどうか検討していくなかで、2025 年９月 30 日時点の流通

株式比率が 40.93％（東京証券取引所が定義する流通株式比率の算定方法（注４）に基づき算

出）であり、麻生が今後も市場内で当社株式の取得を継続した場合、東京証券取引所プライム

市場の上場維持基準の一つである流通株式比率35％の基準に抵触するおそれがあり、また当

社及び麻生との間で何らの合意もすることなく、当社が麻生の連結子会社となることで、当社の

株主の皆様をはじめとするステークホルダーの皆様において、当社の経営の自主性や独立性

に関する懸念が生じ、従来の取引先から信頼を得ていた経営体制に大きな変化が生じる可能

性が疑われ、工事の受注件数の減少等による企業価値・株主価値への悪影響を通じて当社の

一般株主の皆様の利益が損なわれる可能性があると、2025 年９月上旬に、麻生から、当社の

連結子会社化に向けた検討及び協議を開始したい旨の通知を受けて以降考えました。そのた

め、当社は、麻生に対して、麻生が当社株式を一般株主から取得する場合は、当社の流通株

式比率が上場維持基準に抵触するおそれがあるところ、顧客の信頼を得ることに上場企業であ

ることが寄与している側面があることに加え、上場による知名度及び信用力を活用することによ

り当社において良質な人材を採用することが可能となることから、当社が上場を維持することに

よるメリットは大きいと考えており、当社の企業価値及び株式価値の維持・向上のためには当社

株式の東京証券取引所プライム市場への上場を維持すべきであると考えている旨、現在に至

るまでの当社の自主的な経営により、現在の当社の事業基盤及び事業規模が形成されている

ことを踏まえ、当社の独立した上場会社としての経営の透明性を確保し、当社の企業文化や経

営の自主性及び独立性を維持することが、引き続き当社の企業価値を向上させるために重要

であると考えている旨、及び当社の企業文化や経営の自主性及び独立性の維持や当社の従

業員に関わる事項は当社の経営判断を尊重して欲しい旨を 2025 年 10 月８日の面談時に伝

え、麻生と当社は、当社のこのような意向と、麻生の当社を連結子会社化したいという意向を、

同面談時において確認しあいました。 

（注４） 「流通株式比率」とは、当社が 2025 年 11 月 10 日に公表した「2026 年３月期 第２四半

期(中間期)決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載された 2025 年９月 30 日現在の当社の

発行済株式総数（12,964,993 株）から、同日現在、当社株式を 10％以上保有する主要

株主の保有株式数、役員等保有株式数、自己株式数及び国内の普通銀行、保険会

社、事業法人等が所有する株式数を合わせた株式数（7,658,216 株）を控除した流通株

式数（5,306,777 株）を同日現在の当社の発行済株式総数（12,964,993 株）で除した割

合（小数点以下第三位四捨五入）をいいます。 

 

当社は、麻生との面談を通じ、麻生グループが株式投資を行った企業における、当該企業

の既存の経営体制や事業運営方針の尊重といった麻生の投資方針について確認を行い、麻

生グループが当社の発行済株式総数の 50.10％を取得した場合においても、当社株式の上場

維持並びに当社の現在の経営体制や事業運営方針については当社の経営判断を尊重し、当

社の従業員にかかわる事項については当社の経営判断を合理的に尊重する意向を有しており、

さらに、下記に記載のとおり麻生グループとのシナジーを期待できると考えたことから、本取引

は当社の企業価値の維持・向上及び株主の皆様をはじめとする全てのステークスホルダーの

皆様の利益に資するものであると考えるに至りました。 
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また、麻生は従前よりシナジーの見込まれる企業との資本業務提携を推進しており、上場企

業との間で資本業務提携契約を締結した事例としては、①2017 年１月に都築電気株式会社

（業務提携内容：（１）麻生グループが有する医療・介護・教育等の事業展開や顧客ネットワーク

及びノウハウ、並びに同社が保有する ICT 技術、医療・介護事業者向けの商品ラインナップ、

全国規模の営業拠点網を相互に活用することにより、事業活動を拡大・発展させること、（２）麻

生グループにおけるこれまでの医療・介護事業等における知見を活かしながら、新たな商品開

発に取り組むことで、より高い付加価値のある商品を提供すること）、②2022 年３月に大豊建設

株式会社（業務提携内容：（１）事業エリアの効率的拡大（同社は麻生グループとの協業により、

麻生グループの有する九州地区における官公庁や地元企業とのネットワークを活用することで、

土木事業、建築事業ともに効率的な事業エリアの拡大を図る。）、（２）維持修繕事業における

協業（同社は既存構造物の調査・診断、補修計画の策定や設計等にノウハウを有する麻生と連

携することにより、維持修繕事業への参入を実行する。）、（３）減災・防災事業における競争力

強化（ニューマチックケーソン工法や泥土加圧シールド工法に強みを有する同社と、セメントや

コンクリート等の二次製品の製造、土木建築資材の卸売に実績を有する麻生グループの各企

業とが連携することで、工事資材の調達コストを削減することが可能となり、価格競争力が高ま

ることで、減災・防災事業における競争力の強化を図る。）、（４）建設人材確保への対応（セメン

ト、医療、教育、介護、建設土木といった麻生グループの有する幅広い事業基盤を活用し、麻

生グループから営業支援、人材交流、若い従業員や技術者育成を図るための社員への研修・

教育ノウハウの共有、外国人受入れに関する支援等を受けることによって、同社における実効

的な人材獲得・育成に係る施策の立案・実行が可能となり、優秀な技術者の確保・育成及び技

術伝承への取組みの加速を図る。））、③2024 年５月に住石ホールディングス株式会社（業務

提携内容：（１）両社の主力事業の安定的成長に向けた協業関係の構築、（２）同社の九州地区

における事業の拡大等、（３）新規事業に向けた協業の取組み、（４）同社グループへの人材面

における支援（人材確保・育成の支援））があり、麻生は上場企業との資本業務提携及びその

後のシナジーの実現に関するノウハウを有しており、これらの事例においても、麻生グループが

株式投資を行った企業における、当該企業の既存の経営体制や事業運営方針の尊重といっ

た麻生の投資方針は守られてきたものと考えております。 

加えて、当社は、本取引により、「社会システム変革への貢献」をミッションとし、医療、教育、

建材、人材開発など九州地域に根ざした幅広い事業を有しているものの、島国日本において

極めて重要な社会インフラである港湾整備に関しては接点が少ない麻生グループにおいて、

北九州市若松港での創業以来 130 年以上にわたり全国各地の港湾整備事業で実績を有する

当社をグループ企業に迎え入れることで、事業領域の拡大が可能になるものと考えております。

また、護岸工事や浚渫工事等の海上における防災・減災分野を主力とする当社と、法面工事

や地盤改良工事等の陸上における防災・減災分野への強みを持つ麻生グループの各企業そ

れぞれが強みとする分野に関する施工技術や、各企業の受注先における工事の需要の動向

などの知見の共有を行うといった連携をすることにより、防災・減災分野における領域の効率的

な拡大など競争力の強化が可能になるものと考えているほか、麻生グループ及び当社グルー

プの有する九州地区における地元企業とのネットワークを相互に活用し、当該地元企業との取

引を拡大することにより共同で事業機会を創出することも視野に入れ、両グループともに創業当

初からの基盤であり、当社事業の中核を成す同地区における土木事業や建築事業の更なる拡

大も実現することが可能になるものと考えております。さらに、当社は、本中期経営計画におい



10 

 

て海外事業の展開や人材確保・育成を課題として認識しているところ、麻生グループが有する

セメント、医療、教育、介護、建設土木といった幅広い事業基盤を活用し、麻生グループからの

営業支援、人材交流、若い従業員や技術者育成を図るための社員への研修・教育ノウハウの

共有、外国人受入れに関する支援等を受けることによって、当社における実効的な人材獲得・

育成に係る施策の立案・実行を実施し、優秀な技術者の確保・育成及び技術伝承への取組み

の加速が可能になるものと考えていることに加え、当社は、「内外一致 同心協力」を企業理念

とし、創業以来一貫して建設業に経営基盤をおき、「『品質と安全』を核とした施工により、お客

様の信頼を高め、社会に貢献する。」を経営理念として、「国づくり」の根幹であり、長期的な視

野で進められるべき社会インフラ整備の実績を積み重ねてきたところ、長期的な視野と社会貢

献を目指す麻生グループの一員になることで、長期視点での戦略に基づく投資が可能になり、

また当社役職員において当社の企業理念及び経営理念に対する理解と意識がより一層高まり、

このような当社の企業理念及び経営理念の更なる推進が可能になるものと考えております。こ

のように、当社は、当社と麻生の関係が深化することによるシナジーについても期待できると考

えております。 

さらに、当社と麻生グループとの歴史的な繋がりは深く、麻生グループの創業者である麻生

太吉氏は、当社の前身である若松築港会社の発起人でありました。同氏が地域の発展を第一

に考えて尽力されたことにより、若松港は大きく拡張・発展し、当社の祖業である若松港の港湾

整備及び拡張につながりました。当社としては、麻生グループが、当社の創業時から 2019 年に

当社株式を市場内買付けの方法により取得するまで、継続して当社の株主であったわけでは

ないものの、こうした麻生太吉氏の尽力により、当社及び麻生グループは若松築港会社創業当

時からの縁があり、当社及び麻生グループの強固な信頼関係と協力の礎が築かれたと考えて

おります。 

当社は、以上のような当社の企業価値及び株主利益の維持・向上に関する検討、麻生の意

向、当社と麻生グループのこれまでの関係性、当社が 2025 年 11 月７日に選任した、当社、本

応募合意株主及び公開買付者らから独立したリーガル・アドバイザーである西村あさひ法律事

務所・外国法共同事業（以下「西村あさひ」といいます。）の法的助言並びに、当社が2025年11

月 10 日に選任した、同じく当社、本応募合意株主及び公開買付者らから独立したファイナンシ

ャル・アドバイザーである山田コンサルティンググループ株式会社からの助言を踏まえたうえで、

本日開催の当社取締役会において、本公開買付けの諸条件、本資本業務提携の内容、麻生

グループ及び当社の関係が深化することで期待されるビジネス機会の創出も含めたシナジー

等を総合的に考慮し、慎重な協議及び検討を行った結果、本公開買付けが今後の当社の更な

る成長・発展と企業価値・株主価値の一層の向上に資すると判断し、本公開買付けに関して賛

同する旨の決議をしました。 

一方で、①本公開買付価格は麻生と本応募合意株主との間で協議及び交渉の結果により

合意されたものであり、当社が決定に関与したものではないこと、②本公開買付価格は本日の

直近時の当社株式の市場株価より一定程度ディスカウントされたものであり、当社の一般株主

が本公開買付けに応募する経済的なメリットは認められず、当社においても株式価値算定書の

取得その他の検証を行っていないこと、及び③本公開買付け成立後も当社株式の上場が維持

される見込みであるため、当社の株主の皆様としては本公開買付け成立後も当社株式を所有

するという選択肢をとることも十分な合理性が認められることに鑑み、当社の株主の皆様が本公

開買付けに応募するか否かについては、当社の株主の皆様のご判断に委ねることを本日開催
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の取締役会において併せて決議いたしました。 

なお、上記取締役会における決議の方法については、下記「（６）本公開買付けの公正性を

担保するための措置及び利益相反を回避するための措置」の「② 当社における利害関係を

有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員の異議がない旨の意見」をご

参照ください。 

 

④  本公開買付け後の経営方針 

麻生グループは本公開買付け後も、当社株式の上場の維持、当社の現在の経営体制や事

業運営方針については当社の経営判断を尊重し、当社の従業員にかかわる事項については

当社の経営判断を合理的に尊重する予定とのことです。麻生グループとして、事業、顧客、株

主のバランスを取りながら、麻生グループ及び当社との間の連携を強化し、協働関係の深化に

よる両社の中長期的な成長を重視して、企業価値の最大化を図っていくとのことです。麻生グ

ループとしては、現時点では、上記「② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至っ

た背景、目的及び意思決定の過程」に記載の支援及び協業について、具体的な施策を決定し

ているものではないものの、本公開買付け後に当社と協議を進めていく予定とのことです。なお、

麻生は、本公開買付けの成立後、麻生グループから当社への役員派遣及び当社の取締役会

及び業務執行会議にオブザーバーを派遣する予定とのことです。また、当社の既存の役員の

解任については、現時点で具体的に想定している事項はないとのことです。 

なお、当社は、本応募合意株主のいずれの銀行からも借入を行っており、また三井住友信

託銀行から本社オフィスを賃借しておりますが、本応募合意株主からの役員派遣は受けており

ません。また、当該借入及び賃借が、本公開買付けを契機に変更される予定はございません。 

 

（３）算定に関する事項 

当社は、本公開買付けに関する意見表明を行うにあたり、第三者算定機関による株式価値算定

書及び本公開買付価格の公正性に関する意見書（以下「フェアネス・オピニオン」といいます。）を取

得しておりません。 

 

（４）上場維持となる見込み及びその事由 

当社株式は、本日現在、東京証券取引所プライム市場に上場されております。本公開買付けは、

当社株式の上場廃止を企図するものではなく、公開買付者は、買付予定数の上限を設定の上、本

公開買付けを実施し、本公開買付けの成立により公開買付者らが所有することとなる当社株式の数

は最大でも 6,495,462 株（所有割合：51.05％）にとどまる予定であり、本公開買付け後の当社の流通

株式比率は 37.35％となり、東京証券取引所プライム市場の上場維持基準である流通株式比率

35％を下回らないと試算していることから、上場維持基準に抵触する見込みはございません。したが

って、東京証券取引所プライム市場における当社株式の上場は、本公開買付けの成立後も引き続

き維持される見込みです。また、本資本業務提携契約において、当社及び公開買付者らは、当社

株式について、上場維持基準に抵触するおそれが生じ、当社が合理的に要請した場合には、公開

買付者らは、当社の上場を維持するために必要な措置その他の方策について誠実に協議すること

を合意しております。 

 

（５）本公開買付け成立後の株券等の追加取得の予定 
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上記「（２）意見の根拠及び理由」の「① 本公開買付けの概要」に記載のとおり、本日現在、麻生

は、当社を連結子会社化しつつ、本公開買付け後も引き続き当社株式の上場を維持する方針であ

ることから、本公開買付けにより、公開買付者らが合計で当社の発行済株式総数の 50.10％に相当

する数の当社株式を取得し、その目的を達成した場合には、本公開買付け後に当社の株券等を追

加で取得することは現時点では予定していないとのことです。一方、公開買付者らが本公開買付け

により当社の発行済株式総数の 50.10％に相当する数の当社株式を取得するに至らなかった場合

には、公開買付者らは、当社の発行済株式総数の 50.10％に相当する数の当社株式を取得するた

めの方策を実施する予定とのことです。その具体的な方策につきましては、本公開買付けの結果を

踏まえて、公開買付者が当社株式を追加的に取得することも含めて、検討を行うことを予定している

ものの、本公開買付け成立後の当社株式の追加取得の方法及び時期について、現時点で決まった

事項はないとのことです。また、当社は、公開買付者らとの間で、公開買付者らが直接又は間接に

保有する当社株式が当社の発行済株式総数の 50.10％を上回るおそれがある行為を行おうとする

場合には、当社の事前の書面による承諾を得ることにつき、合意しております。 

 

（６）本公開買付けの公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 

当社は、本日現在において、公開買付者らの子会社ではなく、本公開買付けは支配株主による

公開買付けには該当しません。また、当社の経営陣の全部又は一部が公開買付者に直接又は間

接に出資することも予定されておらず、本公開買付けを含む本取引は、いわゆるマネジメント・バイア

ウト（ＭＢＯ）にも該当いたしませんが、本公開買付けに関する意思決定の過程における恣意性及び

利益相反のおそれを排除し、本取引の公正性及び透明性を担保するため、以下のような措置を実

施しております。なお、フェアネス・オピニオンは取得しておりません。 

 

①  当社における独立した法律事務所からの助言 

当社は、当社、本応募合意株主及び公開買付者らから独立したリーガル・アドバイザーであ

る西村あさひを選任し、本取引における手続の公正性を確保するための対応、本取引の諸手

続及び本取引に関する当社取締役会の意思決定方法、過程等について、法的助言を受けて

おります。なお、西村あさひは、当社、本応募合意株主及び公開買付者らの関連当事者には

該当せず、本公開買付けを含む本取引に関して重要な利害関係を有しておりません。また、西

村あさひに対する報酬は、本取引の成否にかかわらず支払われる時間単位の報酬のみであり、

本取引の成立を条件とする成功報酬は含まれておりません。 

 

②  当社における利害関係を有しない取締役全員の承認及び利害関係を有しない監査役全員

の異議がない旨の意見 

当社取締役会は、上記「（２）意見の根拠及び理由」の「③ 当社が本公開買付けに賛同する

に至った意思決定の過程及び理由」に記載の根拠及び理由に基づき、本日開催の当社取締

役会において、当社の取締役９名（うち３名は社外取締役）全員の一致により、本公開買付けに

ついて賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募するか否か

については当社の株主の皆様のご判断に委ねる旨を決議いたしました。 

また、上記取締役会には、当社監査役３名（うち２名は社外監査役）全員が出席し、いずれも、

当社の取締役会が上記の旨を決議することに異議がない旨の意見を述べております。なお、当

社の取締役及び監査役は全員、本公開買付けに関して利害関係を有しておりません。 
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４．本公開買付けに係る重要な合意に関する事項 

（１）本応募契約（三井住友信託銀行） 

公開買付者は、三井住友信託銀行との間で、2026 年２月 12 日付で本応募契約を締結しているとの

ことであり、三井住友信託銀行は、本応募契約に基づき、所有する当社株式のうち、一部である

463,995 株（所有割合：3.65％）を本公開買付けに応募することを合意しているとのことです。本応募契

約の概要は、以下のとおりとのことです。 

本応募契約においては、三井住友信託銀行は、本公開買付けが開始された場合、本公開買付けの

開始以降合理的に可能な限り速やかに（遅くとも本公開買付けの開始日から 15 営業日以内に）、本公

開買付けに応募すること(以下「本応募」といいます。)を合意しているとのことです。三井住友信託銀行

による本応募の前提条件はないとのことです。 

本応募契約においては、三井住友信託銀行は、本応募契約の契約締結日以降、本公開買付けに

係る決済の開始日までの間、三井住友信託銀行が所有する当社の普通株式 463,995 株の譲渡、担保

設定その他の処分その他本公開買付けと実質的に抵触し又は本公開買付けの実行を困難にする取

引及びそれらに関する合意を行わず、かかる取引に関する提案、勧誘、協議、交渉又は情報提供を

行わないものとし、第三者からかかる取引に関する情報提供、提案、勧誘、協議その他の申出を受け

た場合には、速やかに、公開買付者に対して、その事実及び内容を通知し、その対応について公開

買付者と誠実に協議する旨が規定されているとのことです。 

また、本応募契約においては、本応募契約の締結日以降、本公開買付期間の末日までに、公開買

付者以外の第三者が、当社株式の全てを対象として買付予定数の上限なく本公開買付価格を５％以

上上回る公開買付けを開始した場合、三井住友信託銀行は、公開買付者に対して、その対応につき

協議を申し入れることができ、この場合、公開買付者及び三井住友信託銀行は誠実に協議し、三井住

友信託銀行は、当該協議の後、三井住友信託銀行が本応募を行うことが三井住友信託銀行の取締役

の忠実義務違反又は善管注意義務違反を構成するおそれがあると客観的かつ合理的に認められる

場合には、本公開買付期間の末日までの間、公開買付者に対して書面により通知することにより、本

公開買付けに応募せず、本応募を撤回し、又は本応募の結果成立した応募対象株式の買付けに係る

契約を解除することができる旨が規定されているとのことです。また、本公開買付けが撤回された場合、

本応募契約は当然に終了する旨が規定されているとのことです。 

さらに、本応募契約では、三井住友信託銀行は、（ｉ）本応募契約の契約締結日以降、公開買付者

の事前の書面による承諾なしに（但し、公開買付者は合理的な理由なく承諾を拒まないものとする。）、

当社の株主総会の招集請求権、議題提案権若しくは議案提案権、又は議決権その他の株主権を行

使しないこと、（ⅱ）本公開買付けに係る決済後、当該決済開始日以前の日を権利行使の基準日とす

る当社の株主総会が開催される場合、当該株主総会における三井住友信託銀行が所有する当社の

普通株式 463,995 株に係る議決権その他の一切の権利の行使について、公開買付者の選択に従い、

（ａ）全て公開買付者の指示に従って行うか、又は、（ｂ）公開買付者若しくは公開買付者の指定する者

に対して権限者による記名押印のある適式な委任状を交付して包括的な代理権を授与し、かつ、かか

る代理権の授与を撤回しない旨が規定されているとのことです。 

その他、本応募契約では、表明保証（注５）及び補償等が規定されているとのことですが、本応募の

前提条件は規定されていないとのことです。 

（注５） 本応募契約においては、三井住友信託銀行は、公開買付者に対して、①権利能力等、②

強制執行の可能性、③許認可等の履践、④法令等との抵触の不存在、⑤倒産手続等の不
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存在、⑥反社会的勢力及び⑦株式に対する権利について表明及び保証を行っているとの

ことです。また、公開買付者は、三井住友信託銀行に対して、①権利能力等、②強制執行

可能性、③許認可等の取得、④法令等との抵触の不存在、⑤倒産手続等の不存在及び⑥

反社会的勢力について表明及び保証を行っているとのことです。 

 

（２）本同意 

公開買付者は、2026 年１月 23 日、三井住友銀行との間で、その保有する当社株式の全てについて

本公開買付けに応募しかつこれを原則撤回しない旨を口頭で合意しているとのことです。また、公開

買付者は、2026 年１月 26 日、千葉銀行との間で、その保有する当社株式の全てについて本公開買付

けに応募しかつこれを原則撤回しない旨を口頭で合意しているとのことです。 

 

（３）本資本業務提携契約 

当社と公開買付者らが 2026 年２月 12 日付で締結した本資本業務提携契約の内容については、当

社が本日付で公表した「株式会社麻生及び ACVE ホールディングス合同会社との資本業務提携契約

の締結に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

５．公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容 

該当事項はありません。 

 

６．会社の支配に関する基本方針に係る対応方針 

該当事項はありません。 

 

７．公開買付者に対する質問 

該当事項はありません。 

 

８．本公開買付期間の延長請求 

該当事項はありません。 

 

９．今後の見通し 

本公開買付け後の方針につきましては、上記「３．本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び

理由」の「（２）意見の根拠及び理由」の「② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至っ

た背景、目的及び意思決定の過程」及び「（４）上場維持となる見込み及びその事由」をご参照くださ

い。 

なお、本取引が当社の業績に与える影響については、公表すべき事項が生じた場合には速やか

に開示いたします。 

 

以上 

 

（参考資料） 

2026 年２月 12 日付「ACVE ホールディングス合同会社による若築建設株式会社普通株式（証券コー

ド：1888）に対する公開買付けの開始及び資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」 
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2026年２月 12日 

各 位 

会社名 ACVEホールディングス合同会社 

代表者名 代表社員 株式会社麻生 

 職務執行者 麻生 巌 

 

 

若築建設株式会社普通株式（証券コード：1888）に対する 

公開買付けの開始及び資本業務提携契約の締結に関するお知らせ 

 

 

ACVE ホールディングス合同会社（以下「公開買付者」といいます。）は、本日、若築建設株式会社（証

券コード 1888、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）プライム市場上場、以

下「対象者」といいます。）の普通株式（以下「対象者株式」といいます。）を金融商品取引法（昭和 23年

法律第 25号。その後の改正を含みます。）による公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）により

取得すること並びに公開買付者ら（以下に定義します。）及び対象者との間で資本業務提携契約（以下

「本資本業務提携契約」といいます。）を締結することを決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

公開買付者は、株券等の取得及び所有等を目的として、2021 年 12月 24 日に、株式会社麻生（以下「麻

生」といい、公開買付者と併せて「公開買付者ら」と総称します。）の出資（出資比率 100％）により設立

された ACVEホールディングス合同会社です。公開買付者は、本日現在、東京証券取引所プライム市場に上

場している対象者株式を所有しておりませんが、公開買付者の完全親会社かつ代表社員である麻生は、本

日現在、対象者株式 5,424,200 株（所有割合（注）：42.63％）を所有しております。なお、麻生を除く麻

生グループ（麻生、公開買付者を含む連結子会社98社及び持分法適用会社21社（2025年９月30日時点）

から構成される企業グループをいいます。）は、2025 年９月 30 日時点で、対象者株式を所有しておりませ

ん。 

（注）「所有割合」とは、対象者が本日公表した「2026 年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連

結）」に記載された 2025年 12月 31日現在の対象者の発行済株式総数（12,964,993株）から、同日

現在の対象者が所有する自己株式数（241,101 株）(当該自己株式数には、役員向け株式交付信託に

係る信託口が所有する対象者株式（112,700 株）が含まれているとのことです。）を控除した株式数

（12,723,892株）に対する割合（小数点以下第三位四捨五入）をいいます。以下同じです。 

 

今般、公開買付者は、対象者の第四位株主である三井住友信託銀行株式会社（所有株式数：527,600 株、

所有割合：4.15％、以下「三井住友信託銀行」といいます。）が所有する対象者株式のうち 463,995株（所

有割合：3.65％）、対象者の第五位株主である株式会社三井住友銀行（所有株式数：315,025 株、所有割

合：2.48％、以下「三井住友銀行」といいます。）が所有する対象者株式の全て、及び対象者の第六位株

主である株式会社千葉銀行（所有株式数：292,242 株、所有割合：2.30％、以下「千葉銀行」といいます。）

が所有する対象者株式の全て（合計所有株式数：1,071,262 株、合計所有割合：8.42％）を取得し、対象

者を麻生の連結子会社とすることを目的として、対象者株式を対象にした本公開買付けを実施することを

決定いたしました。 

本公開買付けに際して、公開買付者は、三井住友信託銀行との間で、三井住友信託銀行が所有する対象

者株式のうち 463,995 株（所有割合：3.65％）について本公開買付けに応募する旨の契約を締結し、三井

住友銀行との間で三井住友銀行が所有する対象者株式の全て（315,025 株、所有割合：2.48％）、及び千葉

銀行との間で千葉銀行が所有する対象者株式の全て（292,242 株、所有割合：2.30％）についてそれぞれ

本公開買付けに応募する旨の同意を得ております。また、本公開買付けに際して、公開買付者らは、本日

付で、対象者との間で本資本業務提携契約を締結しております。 
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本公開買付けの概要は、以下のとおりです。 

（１） 対象者の名称 

若築建設株式会社 

 

（２） 買付け等を行う株券等の種類 

普通株式 

 

（３）  買付け等の価格 

普通株式１株につき、金 4,455円 

 

（４） 買付け等の期間 

2026年２月 13日（金曜日）から 2026年３月 13日（金曜日）まで（20営業日） 

 

（５） 決済の開始日 

2026年３月 23日（月曜日） 

 

（６） 買付予定の株券等の数 

株券等の種類 買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限 

普通株式 1,071,262（株） －（株） 1,071,262（株） 

合計 1,071,262（株） －（株） 1,071,262（株） 

 

（７） 公開買付代理人 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社   東京都千代田区丸の内三丁目３番１号  

 

なお、本公開買付けの具体的内容は、本公開買付けに関して公開買付者が 2026年２月 13日に提出する

公開買付届出書をご参照ください。 

 

以 上 
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本公開買付けは、直接間接を問わず、米国内において若しくは米国に向けて行われるものではなく、また米

国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・手段（電話、テレックス、ファクシミリ、電子メー

ル、インターネット通信を含みますが、これらに限りません。）を使用して行われるものではなく、さらに

米国の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。上記方法・手段により、若しくは上記施設を

通じて、又は米国内から本公開買付けに応募することはできません。また、本書又は関連する買付書類は、

米国内において若しくは米国に向けて又は米国内から、郵送その他の方法によって送付又は配布されるもの

ではなく、かかる送付又は配布を行うことはできません。上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付け

への応募はお受けいたしません。 

本公開買付けに応募する方（外国人株主等の場合はその常任代理人）はそれぞれ、以下の表明・保証を行う

ことを要求されます。 

応募者が応募の時点及び公開買付応募申込書送付の時点のいずれにおいても、米国に所在していないこと、

応募者が本公開買付けに関するいかなる情報若しくは買付けに関する書類を、米国内において、若しくは米

国に向けて、又は米国内からこれを受領したり送付したりしていないこと、買付け若しくは公開買付応募申

込書の署名乃至交付に関して、直接間接を問わず、米国の郵便その他の州際通商若しくは国際通商の方法・

手段（電話、テレックス、ファクシミリ、電子メール、インターネット通信を含みますが、これらに限りま

せん。）又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと、及び他の者の裁量権のない代理人又は受託

者・受任者として行動している者ではないこと（当該他の者が買付けに関する全ての指示を米国外から与え

ている場合を除きます。）。 

 


